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     九条の会事務局主催緊急学習会 講演資料                       2014.5.15  

                                    渡辺治 

 

（資料１）新たな時代における日本の安全保障と防衛力の将来構想」２０１０．８ 

第３章 防衛力を支える基盤の整備 

 武器輸出３原則の見直し 

 日本はこれまで日米の共同開発・共同生産等を武器輸出三原則等の例外として認めてきた。しかし、日本

の安全保障における防衛生産・技術基盤の重要性に鑑みれば、武器輸出三原則等の下での武器禁輸政策につ

いては、見直すことが必要である。共同開発・共同生産の活用を進めれば、先端技術へのアクセス、装備品

の開発コスト低減等のメリットがある。また、共同開発・共同生産は、日米同盟の深化、米国以外の国々と

の安全保障協力関係の深化にもつながる。 

  

第４章 安全保障戦略を支える基盤の整備 

 日本版ＮＳＣ創設、国家安全保障戦略の策定 

 こうした基盤に立って、今後取り組むべき課題の一つは、自然災害等の危機への対応とともに武力攻撃事

態のような国家的な緊急事態が発生した際にも、内閣の安全保障機構が十全に機能を発揮するための準備と

検証であろう。そのためには、武力攻撃事態や周辺事態、あるいは大規模サイバー攻撃といった事態を想定

し、平素から、政府全体としての総合的な演習を定期的に実施することにより、現行態勢の問題点を洗い出

すとともに、平時から有事への国としてのシームレスな対応が確保できるよう、所要の改善措置を講じてい

くべきである。また、こうした演習には、内閣総理大臣と関係閣僚の参加も必要である。どのような制度に

しても、それを指導者が使いこなす意思と能力を持つことが最も重要だからである。 

 もう一つの課題は内閣の安全保障機構における国家安全保障戦略の策定である。日本の内閣の安全保障機

構と米国等の国家安全保障会議（NSC）とを単純に比較することは適切ではないが、両者の大きな違いは、

日本の内閣の安全保障機構が、高次元での国家安全保障戦略そのものを策定する態勢になっていないことで

ある。その態勢整備のためには、法改正による機構改革が必要となるケースもあるが、新たな機構にNSCと

いう名称を冠するかどうかは本質的な問題ではなく、実効性のある制度を整備することが重要である。ただ

し、米国をはじめとして多くの国がNSCを有していることに鑑み、日本における彼らのカウンターパートが

どの部署の誰であるか、いわば「誰に電話をかければよいか」が時に不明になってしまうという通弊は早急

に改善されるべきである。 

 秘密保護法制定 

 これら日本が独自に収集した情報を適切に保護するためにも省庁間における秘区分および取扱手続の共通

化など、政府横断的な取り組みとして情報保全の強化を一層進めるべきである。なお、情報保全の強化とと

もに適切な文書管理にも配慮する必要がある。 

 また、今日の世界で、日本だけで安全保障上の課題に取り組むことは不可能である。インテリジェンスの

分野で日本のパートナーを増やし、他国との情報協力を進めるためにも、情報保全機能を強化して日本に対

する信頼を増進しなければならない。 

こうした情報保全の強化の取り組みに法的基盤を与えるため、秘密保護法制が必要である。 

 自衛権行使の政府解釈変更 

 現状および近い将来において、日米安保体制をより一層円滑に機能させていくためには、改善すべき点が

存在するが、その中には自衛権行使に関する従来の政府の憲法解釈との関わりがある問題も含まれている。 

 これまで様々な場で、弾道ミサイル防衛や米艦艇の防護など具体的な類型を提示しつつ提言が行われてき

たように、弾道ミサイル防衛技術の進展など、近年の科学技術の進歩により安全保障環境も大きく変化して
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いる。加えて宇宙、サイバー空間の安定した秩序が保たれることも重要な課題となっている。こうした環境

の変化に、日米の共同運用に関する法制が十分追いついていない。 

 たとえば、日本防衛事態に至る以前の段階で、ミサイル発射に備えて日米共同オペレーションに従事する

米艦にゲリラ的攻撃が仕掛けられた場合に、これを自衛隊が防護することは従来の憲法解釈では認められて

いない。また、弾道ミサイル防衛について、日本のイージス艦がハワイ等米国領土に向かう弾道ミサイルを

撃ち落とすことが、将来能力的に可能となったとしても、従来の憲法解釈では日本防衛以外のシナリオでの

弾道ミサイルの迎撃は認められていない。つまり、日本は、現在、米艦艇の防護や米国向けの弾道ミサイル

の撃墜を、国益に照らして実施するかどうかを考えるという選択肢さえないのである。 

 本懇談会が強調したいことは、憲法論・法律論からスタートするのではなく、そもそも日本として何をな

すべきかを考える、そういう政府の政治的意思が決定的に重要であるということである。これまでの自衛権

に関する解釈の再検討はその上でなされるべきものである。 

 

 集団安全保障、国際平和協力活動における軍事行動 

 ところが、日本の国際平和協力の実施体制は、冷戦終結直後に作り出されたPKO参加五原則（参加五原則）

に基づいており、時代の流れに適応できていない部分がある。 

脆弱国家や破綻国家においては、住民や避難民の防護が必要であり、また、多機能型PKOでは文民や民生活

動に従事する軍人も多数参加することから、文民等の警護が活動実施の鍵となっている。そもそもPKOは国

際紛争を解決するための武力の行使ではない。したがってこうした武器使用は、海外における武力の行使と

は無関係であり、自衛隊の任務として他国の要員の警護を追加すべきである。同様に、PKO活動に参加して

いる他国の活動に対する後方支援もまた、「武力の行使との一体化」とは無関係であり、自衛隊の任務とし

て当然認められるべきである。こうした点は、国際的な常識や基準に照らし合わせて、必要であれば従来の

憲法解釈を変更する必要がある。 

 

 国際平和協力法の一般法 

 さらに、国連PKO以外の国際平和協力活動に関して、国連決議や地域的合意などにより国際的な正統性が

確保されている場合には、これまでも特別措置法を制定するなどして対応してきた。ただし、新たな事態に

合わせて毎回特別措置法制定を繰り返すことは、法秩序の安定といった点からみても好ましいことではない。

また、国として国益および国際社会の利益を見据え、主体的・能動的に国際平和協力に取り組むため、その

基本的な考え方を明確にする必要がある。その実現のための立法上の方策としては、国際平和協力法の全部

改正なども考えられるが、いずれにせよ、日本が、国際平和協力活動に関する基本法的な性格を持つ、包括

的かつ恒久的な法律を持つということが極めて重要である。 
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（資料２）自民党新「防衛計画の大綱」策定にかかる提言 ２０１３．０６．０４ 

２．防衛大綱の基本的考え方 −新たな防衛力の構築 ～強靱な機動的防衛力～  

「平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱」において示された「動的防衛力」の概念は、運用に焦点を

あてた概念であるが、運用の実効性を担保するためには、その前提となる十分な｢質｣と｢量｣を確保し、

防衛力を強靱なものとすることが不可欠である。  

このような観点から、新たな防衛力の構築にあたっては、事態において迅速かつ的確に対応できるよう、

機動運用性、統合指揮運用能力、輸送力等の機能拡充を図りつつ、防衛力の強靱性・柔軟性・持続性や

基地の抗堪性の確保、戦力の維持・回復力の強化などを重視する。  

その際、高烈度下においても、着実にわが国防衛の任務を全うできる能力を確保するとともに、大規模

災害対処や国民保護も含め、国民の生命・財産、領土・領海・領空を断固として守り抜くための「強靭

な機動的防衛力」の構築を目指す。  

３．国民の生命・財産、領土・領海・領空を断固として守り抜く態勢の強化  

（１）隙間のない（シームレスな）事態対応  

あらゆる脅威に対して隙間のない事態対応を行うため、防衛省・自衛隊、警察及び海保等の関係省庁間

の連携を強化し、政府全体として、わが国の領土・領海・領空をシームレスな体制で守り抜く。また、

関係省庁相互の連携によって、緊張感を伴った実戦的な訓練を実施するとともに、不足事項を真摯に検

証して改善を加える。  

その上で、武力攻撃と評価するには至らない侵害行為への対処（例：「領域警備」）など、わが国の領域

を確実に警備するために必要な法的課題について不断の検討を行い、実効的な措置を講じる。  

（２）統合運用の強化 （略） 

（３）警戒監視・情報収集分析機能の強化 （略） 

（４）島嶼防衛の強化  

先島諸島などの部隊配備の空白が存在する島嶼部において隙間の無い警戒監視・初動対処能力を強化す

る。また、航空優勢の確保、事態対処時に増援部隊が当該地域へ展開する際の活動・補給拠点の設置な

ど、作戦遂行のための基盤を強化する。併せて、先島諸島周辺空域の防空能力を強化するため、先島諸

島における航空部隊の運用基盤を整備する。 

また、島嶼防衛に不可欠な海空優勢を確保するため、対空・対艦・対潜能力を強化する。さらに、島嶼

防衛を念頭に、緊急事態における初動対処、事態の推移に応じた迅速な増援、海洋からの強襲着上陸に

よる島嶼奪回等を可能とするため、自衛隊に「海兵隊的機能」を付与する。具体的には、高い防護性能

を有する水陸両用車や、長距離を迅速に移動する機動性能を有するティルトローター機（オスプレイ等）

を装備する水陸両用部隊を新編するとともに、洋上の拠点・司令部となり得る艦艇とともに運用が可能

となる体制を整える。 

なお、戦車・火砲を含む高練度部隊を大規模かつ迅速に展開させるため、既存部隊の編成・運用を機動

性の観点から抜本的に見直すとともに、島嶼防衛に資する装備の整備を推進する。 

（５）輸送能力の強化（略） 

（６）核・弾道ミサイル攻撃への対応能力の強化  

日本全国の重要施設等の防護に対応が可能となるよう、BMD 機能搭載イージス艦や地上配備のミサイ

ル防衛部隊・装備の拡充を行い、効率的かつ効果的な部隊配備と運用態勢の構築を図る。 その際、日米

で共同開発中の能力向上型迎撃ミサイルについて、共同開発の成果を踏まえつつ、可能な限り早期に導

入する。（中略） 

さらに、同盟国による「拡大抑止」の信頼性を一層強固にする観点から、従前から法理上は可能とされ

てきた自衛隊による「策源地攻撃能力」の保持について、周辺国の核兵器・弾道ミサイル等の開発・配

備状況も踏まえつつ、検討を開始し、速やかに結論を得る。 
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（資料３）国家安全保障戦略 ２０１３．１２．１７閣議決定 

 

Ⅱ国家安全保障の基本理念  

１  我が国が掲げる理念  

 これらを踏まえ、我が国は、今後の安全保障環境の下で、平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、

国際政治経済の主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及

びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積

極的に寄与していく。このことこそが、我が国が掲げるべき国家安全保障の基本理念である。 _ 

２  我が国の国益と国家安全保障の目標  

国家安全保障の基本理念を具体的政策として実現するに当たっては、我が国の国益と国家安全保障の目標を

明確にし、絶えず変化する安全保障環境に当てはめ、あらゆる手段を尽くしていく必要がある。  

我が国の国益とは、まず、我が国自身の主権・独立を維持し、領域を保全し、我が国国民の生命・身体・財

産の安全を確保することであり、豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民主主義を基調とする我が国の平

和と安全を維持し、その存立を全うすることである。  

また、経済発展を通じて我が国と我が国国民の更なる繁栄を実現し、我が国の平和と安全をより強固なもの

とすることである。そのためには、海洋国家として、特にアジア太平洋地域において、自由な交易と競争を

通じて経済発展を実現する自由貿易体制を強化し、安定性及び透明性が高く、見通しがつきやすい国際環境

を実現していくことが不可欠である。  

さらに、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値やルールに基づく国際秩序を維

持・擁護することも、同様に我が国にとっての国益である。  

これらの国益を守り、国際社会において我が国に見合った責任を果たすため、国際協調主義に基づく積極的

平和主義を我が国の国家安全保障の基本理念として、以下の国家安全保障の目標の達成を図る。  

第１の目標は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために、必要な抑止力を強化し、我が国

に直接脅威が及ぶことを防止するとともに、万が一脅威が及ぶ場合には、これを排除し、かつ被害を最小化

することである。  

第２の目標は、日米同盟の強化、域内外のパートナーとの信頼・協力関係の強化、実際的な安全保障協力の

推進により、アジア太平洋地域の安全保障環境を改善し、我が国に対する直接的な脅威の発生を予防し、削

減することである。  

第３の目標は、不断の外交努力や更なる人的貢献により、普遍的価値やルールに基づく国際秩序の強化、紛

争の解決に主導的な役割を果たし、グローバルな安全保障環境を改善し、平和で安定し、繁栄する国際社会

を構築することである。 

  

Ⅲ 我が国を取り巻く安全保障環境と国家安全保障上の課題  

Ⅳ 我が国がとるべき国家安全保障上の戦略的アプローチ  

２ 日米同盟の強化  

日米安全保障体制を中核とする日米同盟は、過去６０年余にわたり、我が国の平和と安全及びアジア太平洋

地域の平和と安定に不可欠な役割を果たすとともに、近年では、国際社会の平和と安定及び繁栄にもより重

要な役割を果たしてきた。  

日米同盟は、国家安全保障の基軸である。米国にとっても、韓国、オーストラリア、タイ、フィリピンとい

った地域諸国との同盟のネットワークにおける中核的な要素として、同国のアジア太平洋戦略の基盤であり

続けてきた。  
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こうした日米の緊密な同盟関係は、日米両国が自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍

的価値や戦略的利益を共有していることによって支えられている。また、我が国が地理的にも、米国のアジ

ア太平洋地域への関与を支える戦略的に重要な位置にあること等にも支えられている。 _ 

上記のような日米同盟を基盤として、日米両国は、首脳・閣僚レベルを始め、様々なレベルで緊密に連携し、

二国間の課題のみならず、北朝鮮問題を含むアジア太平洋地域情勢や、テロ対策、大量破壊兵器の不拡散等

のグローバルな安全保障上の課題についても取り組んできている。 _ 

また、日米両国は、経済分野においても、後述する環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉等を通じ

て、ルールに基づく、透明性が高い形でのアジア太平洋地域の経済的繁栄の実現を目指している。 _ 

このように、日米両国は、二国間のみならず、アジア太平洋地域を始めとする国際社会全体の平和と安定及

び繁栄のために、多岐にわたる分野で協力関係を不断に強化・拡大させてきた。 _ 

また、我が国が上述したとおり安全保障面での取組を強化する一方で、米国としても、アジア太平洋地域を

重視する国防戦略の下、同地域におけるプレゼンスの充実、さらには、我が国を始めとする同盟国等との連

携・協力の強化を志向している。  

今後、我が国の安全に加え、アジア太平洋地域を始めとする国際社会の平和と安定及び繁栄の維持・増進を

図るためには、日米安全保障体制の実効性を一層高め、より多面的な日米同盟を実現していく必要がある。

このような認識に立って、我が国として以下の取組を進める。  

（１）幅広い分野における日米間の安全保障・防衛協力の更なる強化 _ 

我が国は、我が国自身の防衛力の強化を通じた抑止力の向上はもとより、米国による拡大抑止の提供を含む

日米同盟の抑止力により、自国の安全を確保している。 _ 

米国との間で、具体的な防衛協力の在り方や、日米の役割・任務・能力（ＲＭＣ）の考え方等についての議

論を通じ、本戦略を踏まえた各種政策との整合性を図りつつ、「日米防衛協力のための指針」の見直しを行う。  

また、共同訓練、共同の情報収集・警戒監視・偵察（ＩＳＲ）活動及び米軍・自衛隊の施設・区域の共同使

用を進めるほか、事態対処や中長期的な戦略を含め、各種の運用協力及び政策調整を緊密に行う。加えて、

弾道ミサイル防衛、海洋、宇宙空間、サイバー空間、大規模災害対応等の幅広い安全保障分野における協力

を強化して、日米同盟の抑止力及び対処力を向上させていく。 _ 

さらに、相互運用性の向上を含む日米同盟の基盤の強化を図るため、装備・技術面での協力、人的交流等の

多面的な取組を進めていく。  

（２）安定的な米軍プレゼンスの確保  

日米安全保障体制を維持・強化するためには、アジア太平洋地域における米軍の最適な兵力態勢の実現に向

けた取組に我が国も主体的に協力するとともに、抑止力を維持・向上させつつ、沖縄を始めとする地元にお

ける負担を軽減することが重要である。  

 その一環として、在日米軍駐留経費負担を始めとする様々な施策を通じ、在日米軍の円滑かつ効果的な駐留

を安定的に支えつつ、在沖縄米海その一環として、在日米軍駐留経費負担を始めとする様々な施策を通じ、

在日米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に支えつつ、在沖縄米海兵隊のグアム移転の推進を始め、在日米

軍再編を日米合意に従って着実に実施するとともに、地元との関係に留意しつつ、自衛隊及び米軍による施

設・区域の共同使用等を推進する。 _ 

また、在日米軍施設・区域の周辺住民の負担を軽減するための措置を着実に実施する。特に沖縄県について

は、国家安全保障上極めて重要な位置にあり、米軍の駐留が日米同盟の抑止力に大きく寄与している一方、

在日米軍専用施設・区域の多くが集中していることを踏まえ、普天間飛行場の移設を含む負担軽減のための

取組に最大限努力していく。 
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（資料４）自民党「日本国憲法改正草案」２０１２．０４．２７ 

（前文） 

 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、

立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。／我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を

乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を

増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 

 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族

や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。／我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を

守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。／日本国民は、良き伝統

と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 

 

第一章 天皇 

（天皇） 

第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存す

る日本国民の総意に基づく。 

（国旗及び国歌） 

第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 

２ 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 

（元号） 

第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 

 

第二章 安全保障 

（平和主義） 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、

武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 

２ 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 

（国防軍） 

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とす

る国防軍を保持する。 

２ 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統

制に服する。 

３ 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会

の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若し

くは自由を守るための活動を行うことができる。 

４ 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 

５ 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場

合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。（以下略） 

 

第三章 国民の権利及び義務 

（信教の自由） 

第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。（中略） 

３ 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。

ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 
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（表現の自由） 

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 

２ 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的

として結社をすることは、認められない。（以下略） 

（国政上の行為に関する説明の責務） 

第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 

 

第九章 緊急事態 

（緊急事態の宣言） 

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等

による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の

定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 

２ 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。（以

下略） 

（緊急事態の宣言の効果） 

第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を

有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治

体の長に対して必要な指示をすることができる。（以下略） 

 

第十章 改正 

第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の

賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところ

により行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 
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（資料５） 安保法制懇報告 ２０１４．０５．１５ 

Ⅳ おわりに 

（１） 個別的自衛権の行使に関する見解としては、自衛権発動の３要件を満たす限り行使に制限はないが、

その実際の行使に当たっては、その必要性と均衡性を慎重かつ迅速に判断して、決定しなければならない。 

集団的自衛権については、我が国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態が我が国の

安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには、我が国が直接攻撃されていない場合でも、その国の明示

の要請又は同意を得て、必要最小限の実力を行使してこの攻撃の排除に参加し、国際の平和及び安全の維持・

回復に貢献することができることとすべきである。そのような場合に該当するかについては、我が国への直

接攻撃に結びつく蓋然（がいぜん）性が高いか、日米同盟の信頼が著しく傷つき、その抑止力が大きく損な

われ得るか、国際秩序そのものが大きく揺らぎ得るか、国民の生命や権利が著しく害されるか、その他我が

国への深刻な影響が及び得るかといった諸点を政府が総合的に勘案しつつ、責任を持って判断すべきである。

実際の行使に当たって第三国の領域を通過する場合には、我が国の方針としてその国の同意を得るものとす

べきである。集団的自衛権を実際に行使するには、事前又は事後の国会の承認を必要とすべきである。行使

については、内閣総理大臣の主導の下、国家安全保障会議の議を経るべきであり、内閣として閣議決定によ

り意思決定する必要があるが、集団的自衛権は権利であって義務ではないため、政策的判断の結果、行使し

ないことがあるのは当然である。 

 

（２） 軍事的措置を伴う国連の集団安全保障措置への参加については、我が国が当事国である国際紛争を解

決する手段としての「武力の行使」には当たらず、憲法上の制約はないと解すべきである。参加に関しては、

個々の場合について総合的に検討して、慎重に判断すべきことは当然であり、軍事力を用いた強制措置を伴

う国連の集団安全保障措置への参加に当たっては、事前又は事後に国会の承認を得るものとすべきである。 

 

（３） いわゆる「武力の行使との一体化」 論は、安全保障上の実務に大きな支障となってきており、この

ような考えはもはやとらず、政策的妥当性の問題と位置付けるべきである。国連 PKO 等や在外自国民の保

護・救出、国際的な治安協力については、憲法第 9 条の禁ずる「武力の行使」には当たらず、このような活

動における駆け付け警護や妨害排除に際しての武器使用に憲法上の制約はないと解すべきである。 

 

（４） このほか、武力攻撃に至らない侵害への対応については、「組織的計画的な武力の行使」かどうか判

別がつかない侵害であっても、そのような侵害を排除する自衛隊の必要最小限度の国際法上合法な行動は憲

法上容認されるべきである。 また、自衛隊の行動については、平素の段階からそれぞれの行動や防衛出動に

至る聞において、権限上の、あるいは時間的な隙間が生じ得る可能性があることから、切れ目のない対応を

講ずるための包括的な措置を講ずる必要がある。以上述べたような考え方が実際に意味を持つためには、そ

れに応じた国内法の整備等を行うことが不可欠である。 
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